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関
係
行
政
機
関
は
、
施
行
令
、
告
示
の
運
用
に
当
た
つ
て
は
、
中
小
鉄
骨
業
者
切
捨
て
の
方
向
で
は
な
く
、
こ

の
業
界
で
従
来
以
上
に
営
業
が
続
け
ら
れ
る
よ
う
、
配
慮
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。 

昭
和
五
十
六
年
六
月
、
鉄
骨
建
築
の
施
工
に
当
た
つ
て
「
溶
接
の
高
度
の
品
質
を
確
保
す
る
」
た
め
、
建
築
基
準

法
施
行
令
が
改
正
さ
れ
、
建
設
省
告
示
第
一
一
〇
三
号
に
よ
り
、
鉄
骨
加
工
工
場
の
認
定
基
準
も
改
め
ら
れ 

 
 

た
。 こ

の
た
め
、
従
来
か
ら
同
業
界
で
営
業
を
し
て
き
た
中
小
鉄
骨
業
者
が
、
全
構
連
に
加
入
し
な
け
れ
ば
仕
事
が

確
保
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
て
き
た
。 

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
鉄
骨
加
工
業
者
の
一
団
体
で
あ
る
全
国
鉄
構
工
業
連
合
会(

略
称
全
構
連)

が
、
独
自
の
認

定
基
準
を
持
つ
建
設
大
臣
の
認
可
団
体
と
な
つ
た
。 
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三 

 



 

一 

鉄
骨
加
工
工
場
の
う
ち
、
認
定
に
合
格
す
る
の
は
一
割
程
度
と
も
い
わ
れ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
認
定
基

準
が
告
示
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

二 

今
回
の
改
正
内
容
は
、
広
く
業
界
全
体
に
周
知
さ
れ
て
お
ら
ず
、
と
く
に
全
構
連
に
加
入
し
て
い
な
い
中
小

業
者
は
、
鉄
骨
建
築
の
確
認
申
請
時
に
初
め
て
知
ら
さ
れ
る
と
い
つ
た
事
態
も
起
き
て
い
る
。
そ
の
際
の
都
道

府
県
の
行
政
機
関
の
説
明
も
、「
認
定
工
場
で
な
い
の
で
、
受
理
で
き
な
い
」
と
い
つ
た
不
親
切
さ
で
、
業
界
に

必
要
以
上
の
混
乱
と
不
信
を
広
げ
る
も
と
に
な
つ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
以
下
具
体
的
に
質
問
す
る
。 

現
在
、
全
構
連
の
会
員
の
何
社
が
ハ
イ
・
グ
レ
ー
ド(

Ｈ)

、
ミ
ド
ル
・
グ
レ
ー
ド(

Ｍ)

、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
・
グ 

 
 

レ
ー
ド(

Ｒ)

の
認
定
を
そ
れ
ぞ
れ
得
て
い
る
か
。
そ
れ
は
会
員
全
体
の
何
％
に
相
当
す
る
か
。 

建
設
省
は
、
関
係
行
政
機
関
を
指
導
し
、「
全
構
連
の
認
定
工
場
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
つ
た
行
き
過 

ま
た
、
全
構
連
の
会
員
で
な
い
業
者
で
、
認
定
工
場
と
な
つ
た
者
は
何
社
に
な
る
か
。 

四 

 



 

三 

中
小
鉄
骨
業
者
の
技
術
水
準
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
中
小
鉄
骨
建
築
業
者
が
会
員
と
な
つ
て
い
る
静
岡
県
商

工
団
体
連
合
会
（
会
長
粟
竹
時
雄
氏
）
も
、
県
知
事
に
あ
て
た
要
望
書
の
な
か
で
、「
私
た
ち
も
関
係
業
界
に
た

ず
さ
わ
る
一
員
と
し
て
、
社
会
的
責
任
も
自
覚
し
、
施
工
、
加
工
技
術
な
ど
品
質
向
上
に
努
力
を
惜
し
ま
な
い
」

と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
業
者
は
、
超
音
波
探
傷
装
置
を
備
え
、
開
先
加
工
機
を
共
同
利
用
す
る
な
ど
が
可

能
な
ら
、
十
分
品
質
の
確
保
が
可
能
と
し
て
い
る
。 

ぎ
を
是
正
さ
せ
る
と
と
も
に
、
会
員
外
で
も
、
建
築
確
認
審
査
を
簡
便
に
す
る
ほ
か
、
容
易
に
認
定
さ
れ
る
よ

う
改
善
す
る
と
と
も
に
、
制
度
そ
の
も
の
を
業
界
全
体
に
十
分
周
知
徹
底
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
が
、
ど
う 

 

か
。 ま

た
、
全
構
連
の
運
営
に
当
た
つ
て
は
、
希
望
す
る
中
小
業
者
が
加
入
で
き
る
よ
う
、
入
会
に
当
た
つ
て
の

全
構
連
入
会
金
な
ど
、
諸
経
費
を
大
幅
に
軽
減
す
る
よ
う
、
必
要
な
行
政
指
導
を
速
や
か
に
行
う
べ
き
で
あ
る

と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

五 

 



 

 

六 

そ
こ
で
聞
く
が
、
国
が
や
る
べ
き
こ
と
は
、
中
小
業
者
の
技
術
水
準
を
確
保
す
る
た
め
、
講
習
会
の
開
催 

 

や
、
必
要
な
大
型
工
作
・
溶
接
・
試
験
検
査
機
器
を
備
え
た
共
同
利
用
施
設
へ
の
助
成
を
実
施
す
る
こ
と
で
は

な
い
か
。 

四 

ま
た
、
条
件
整
備
が
で
き
る
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
経
過
措
置
も
し
く
は
救
済
措
置
を
講
ず
る

べ
き
で
は
な
い
か
。 

と
く
に
、
官
公
需
に
つ
い
て
は
、
中
小
企
業
へ
の
社
会
的
、
経
済
的
影
響
を
考
え
、
速
や
か
に
改
善
措
置
を

と
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
ど
う
か
。 

五 

さ
ら
に
、
中
小
鉄
骨
業
者
の
経
営
基
盤
の
確
立
の
た
め
に
、
①
低
利
、
長
期
の
制
度
融
資
を
新
設
す
る 

②

安
い
工
場
団
地
、
居
室
つ
き
工
場
ア
パ
ー
ト
な
ど
の
立
地
上
の
困
難
の
解
決
に
向
け
て
援
助
す
る
―
―
な
ど
も

強
い
要
求
と
な
つ
て
い
る
が
、
政
府
は
、
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
考
え
か
。 

右
質
問
す
る
。 


